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5)各類型の水中歩行による避難が困難となる範囲
（ ④牛津川上流はん濫 地点：牛津川左岸14.6km ）

■決壊後に水中歩行による避難が困難となる範囲

■ 水中歩行による
避難が困難

■ 水中歩行による
避難が可能

想定決壊箇所
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5)各類型の水中歩行による避難が困難となる範囲の時間変化
（ ④牛津川上流はん濫 地点：牛津川左岸14.6km ）

■はん濫時の水中歩行による避難が困難となる範囲の時間変化

■ 水中歩行による
避難が困難

■ 水中歩行による
避難が可能

1時間後

48時間後 72時間後

12時間後

24時間後

3時間後 6時間後

120時間後
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5)各類型の水中歩行による避難が困難となる範囲
（ ⑤牛津川下流右岸はん濫 地点：牛津川右岸10.4km ）

■決壊後に水中歩行による避難が困難となる範囲

■ 水中歩行による
避難が困難

■ 水中歩行による
避難が可能

想定決壊箇所
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5)各類型の水中歩行による避難が困難となる範囲の時間変化
（ ⑤牛津川下流右岸はん濫 地点：牛津川右岸10.4km ）

■はん濫時の水中歩行による避難が困難となる範囲の時間変化

■ 水中歩行による
避難が困難

■ 水中歩行による
避難が可能

1時間後

48時間後 72時間後

12時間後

24時間後

3時間後 6時間後

120時間後
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5)各類型の水中歩行による避難が困難となる範囲
（ ⑥牛津川下流左岸はん濫 地点：牛津川左岸8.0km ）

■決壊後に水中歩行による避難が困難となる範囲

■ 水中歩行による
避難が困難

■ 水中歩行による
避難が可能

想定決壊箇所
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5)各類型の水中歩行による避難が困難となる範囲の時間変化
（ ⑥牛津川下流左岸はん濫 地点：牛津川左岸8.0km ）

■はん濫時の水中歩行による避難が困難となる範囲の時間変化

■ 水中歩行による
避難が困難

■ 水中歩行による
避難が可能

1時間後

48時間後 72時間後

12時間後

24時間後

3時間後 6時間後

120時間後
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××
××
××

←刈谷田川

←刈谷田川

6)最大流体力分布図

平成16年7月新潟豪雨：

信濃川水系刈谷田川の堤防決壊の事例

・平成１６年７月の新潟豪雨では、信濃川水系の刈谷田川で決壊
が生じ、決壊場所付近の家屋等が流出した。

決壊後
（H16.7.23見附市撮影）

決壊口
流失した範囲

（決壊口から約200m前後）

決壊前
（H13.7見附市撮影）
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＜流体力と家屋被害との関係について＞
佐藤、今村ら１）は、はん濫水による流体力は、家屋に作用する力
を表す量として、流速の2乗と浸水深との積と定義している。1986
年の吉田川はん濫の被害実績とはん濫再現計算結果から、下図
のような流体力と家屋被害との関係を示しており、最大流体力が
1.5m3/s2以上となると家屋に何らかの被害が出始め（被害程度
B） 、2.5m3/s2以上を越えると住居不可能となる家屋が出現する
（被害程度A） 、としている。

参考文献）佐藤智、今村文彦、他（東北大学大学院）：洪水はん
濫の数値計算および家屋被害について，第33回水理講演会論
文集，1989

1986年台風10号による鳴瀬川水系吉田川（宮城県）はん濫
における最大流体力と家屋被害度との関係
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6)最大流体力分布図 （ ①六角川上流はん濫 地点：六角川左岸23.8km ）

■最大流体力（m3/s2）

＜凡 例＞
■ 被害程度A（板目，畳，
壁以外の被害は認められ
ない）
■ 被害程度B（家屋に若
干被害があるものの住居
可能な状態にある）
■ 被害程度C（住居不可
能なほどの大きな被害を
受ける）

想定決壊箇所
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6)最大流体力分布図 （ ②六角川下流右岸はん濫 地点：六角川右岸25.0km ）

■最大流体力（m3/s2）

想定決壊箇所

＜凡 例＞
■ 被害程度A（板目，畳，
壁以外の被害は認められ
ない）
■ 被害程度B（家屋に若
干被害があるものの住居
可能な状態にある）
■ 被害程度C（住居不可
能なほどの大きな被害を
受ける）
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6)最大流体力分布図 （ ③六角川下流左岸はん濫 地点：六角川左岸13.2km ）

■最大流体力（m3/s2）

想定決壊箇所

＜凡 例＞
■ 被害程度A（板目，畳，
壁以外の被害は認められ
ない）
■ 被害程度B（家屋に若
干被害があるものの住居
可能な状態にある）
■ 被害程度C（住居不可
能なほどの大きな被害を
受ける）
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6)最大流体力分布図 （ ④牛津川上流はん濫 地点：牛津川左岸14.6km ）

■最大流体力（m3/s2）

想定決壊箇所

＜凡 例＞
■ 被害程度A（板目，畳，
壁以外の被害は認められ
ない）
■ 被害程度B（家屋に若
干被害があるものの住居
可能な状態にある）
■ 被害程度C（住居不可
能なほどの大きな被害を
受ける）
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6)最大流体力分布図 （ ⑤牛津川下流右岸はん濫 地点：牛津川右岸10.4km ）

■最大流体力（m3/s2）

想定決壊箇所

＜凡 例＞
■ 被害程度A（板目，畳，
壁以外の被害は認められ
ない）
■ 被害程度B（家屋に若
干被害があるものの住居
可能な状態にある）
■ 被害程度C（住居不可
能なほどの大きな被害を
受ける）
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6)最大流体力分布図 （ ⑥牛津川下流左岸はん濫 地点：牛津川左岸8.0km ）

■最大流体力（m3/s2）

想定決壊箇所

＜凡 例＞
■ 被害程度A（板目，畳，
壁以外の被害は認められ
ない）
■ 被害程度B（家屋に若
干被害があるものの住居
可能な状態にある）
■ 被害程度C（住居不可
能なほどの大きな被害を
受ける）
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7)水害廃棄物発生量の想定手法と試算結果

１）「水害廃棄物対策指針、H17.6（環境省）」に示される水害廃棄物量計算式。過去に水害で被害を受けたことのある171市区町村を対象として実施された平成13年度アンケート調査結果を用いて求め

たもの。
２）学術論文「水害時における行政の初動対応からみた災害廃棄物発生量の推定手法に関する研究，第33回環境システム研究論文主；平山修久・河田恵明，H17年」による。2004年に水害が発生した
48市町村に対する災害廃棄物に関するアンケート調査結果に基づいて、住家被害を考慮した災害廃棄物の発生原単位を算出したもの。

３）試算結果は、被害想定で算定した床上および床下世帯数を用いて算定したものであり、被災棟数には床上および床下世帯数の合計を、浸水棟数には浸水世帯数を代用して算定した。

想定：約20,900t
（床上浸水以上：約
3,600戸、床下浸
水：約6,800戸）

想定：約14,300t
（床上浸水以上：約
3,600戸、床下浸
水：約6,800戸）

想定：約20,800t
（被災棟数：約
10,400棟）

④牛津川上流流下
型氾濫

想定：約27,900t
（床上浸水以上：約
5,200戸、床下浸
水：約6,500戸）

想定：約20,200t
（床上浸水以上：約
5,200戸、床下浸
水：約6,500戸）

想定：約23,300t
（被災棟数：約
11,700棟）

⑥牛津川下流左岸
拡散型氾濫

想定：約23,500t
（床上浸水以上：約
4,200戸、床下浸
水：約6,400戸）

想定：約20,100t
（床上浸水以上：約
3,500戸、床下浸
水：約6,700戸）

想定：約21,900t
（床上浸水以上：約
3,800世帯、床下浸
水：約6,800世帯）

想定：約20,000t
（床上浸水以上：約
3,400世帯、床下浸
水：約6,800世帯）

③その他の研究例2)

被災種別の1世帯当たりのゴミの量を以下のよ

うに推定して算定

全壊：12.9、大規模半壊：9.8、半壊：6.5
一部損壊：2.5、床上浸水：4.6、
床下浸水：0.62 （単位はすべて（t／世帯））

＜一般廃棄物排出量実績（平成19年度）＞ （出典：環境省 一般廃棄物処理実態調査結果）
小城市 約14,000 t ，武雄市 約14,000 t ，多久市 約6,500 t ，白石町約6,500 t ，江北町約3,000 t ，大町町 約2,500 t 
（※１）処理量も概ね同じ）
（※２）一般廃棄物・・・①家庭系一般廃棄物（家庭から排出される廃棄物）、②事業系一般廃棄物（事業者が排出する産業廃棄物以外の
廃棄物）

備 考

想定：約16,600t
（床上浸水以上：約
4,200戸、床下浸
水：約6,400戸）

想定：約13,700t
（床上浸水以上：約
3,500戸、床下浸
水：約6,700戸）

想定：約15,200t
（床上浸水以上：約
3,800戸、床下浸
水：約6,800戸）

想定：約13,600t
（床上浸水以上：約
3,400戸、床下浸
水：約6,800戸）

②環境省の指針 その２1)

床上以上（x1）、床下（x2）別浸水棟数を使用し

て算定

y = 3.79 x1 + 0.08 x2

想定：21,300t
（被災棟数：約
10,700棟）

想定：20,400t
（被災棟数：約
10,100棟）

想定：約21,300 t
（被災棟数：約
10,700棟）

想定：約20,400t
（被災棟数：約
10,200棟）

①環境省の指針 その１1)

1棟当たりの発生量を固定して算定

【被災棟数】×【水害発生廃棄物発生量（2t）／
棟】

⑤牛津川下流右岸
拡散型氾濫

③六角川下流左岸
拡散型氾濫

②六角川下流右岸
拡散型氾濫

①六角川上流流下
型氾濫

各類型の水害発生物発生量の試算結果3)

算定手法



・浸水による道路通行止め

・上水道、下水道施設

・避難所

・病院、要援護者施設

・排水ポンプ場、水門 等

下記項目について各管理者と被害想定を行っていく予定

被害想定項目（案）被害想定項目（案）
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４．気候変動の状況について

説明資料②
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気候変動

出 典 ：社会資本整備審議会「水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について（答申）」（平成20年6月）
※ＩＰＣＣ：気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change）：国際的な専門家でつくる、地球温暖
化についての科学的な研究の収集、整理のための政府間気候
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出 典 ：社会資本整備審議会「水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について（答申）」（平成20年6月）
※ＩＰＣＣ：気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change）：国際的な専門家でつくる、地球温暖
化についての科学的な研究の収集、整理のための政府間気候

気候変動
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気候変動

朔望平均満潮位T.P＋２．６６ｍ

浸水面積 約210km2
浸水人口 約8万人

現在
朔望平均満潮位T.P＋２．６６ｍ ＋ ５９ｃｍ

浸水面積 約270km2
浸水人口 約14万人

温暖化後

※潮位レベルバックによる影響範囲
※地盤高さは、LPグラウンドデータから作成した50mメッシュデータを基本とし、LPグランドデータが存在しない箇所については国土地理院
数値地図50mメッシュ標高を使用
※人口は、平成１７年度国勢調査を使用し算定

朔望平均満潮位T.P+2.66m以下になる範囲 朔望平均満潮位T.P+2.66m＋59cm以下になる範囲

•朔望平均満潮位が５９ｃｍ上昇すると浸水面積は約１．３倍、浸水人口は約１．８倍になる
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将来の降雨量の変化

出 典 ：社会資本整備審議会「水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について（答申）」（平成20年6月）
※RCM20  ：日本の気候変化を詳細に予測するために、気象庁・気象研究所が開発した高解像度の地域気候モデル
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将来の降雨量の変化

出 典 ：社会資本整備審議会「水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について（答申）」（平成20年6月）
※GCM20  ：地球の大気・海洋の循環をシミュレートし長期的な気候変化を予測するために、気象庁気象研究所が開発した気候モデル
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５．佐賀平野浸水危機管理計画
の改訂（案）について
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「佐賀平野大規模浸水危機管理計画」の改訂（案）

現行の危機管理計画【平成１９年５月３０日策定】

１．情報収集・伝達

国 県 市町 民間

1 ラジオによる情報伝達 ○ ○ ○ ○

2 防災情報総合掲示板 ○ ○ ○ ○

3 ヘリテレによる画像の生中継 ○ ○ ○

4 ＣＣＴＶ画像による浸水状況把握 ○ ○ ○

5 民間からの情報提供 ○ ○ ○

6 リエゾン（現地情報連絡班）制度 ○ ○ ○

7 高速道路における道路情報等の提供 ○ ○ ○

8 防災情報板の設置 ○ ○ ○ ○

２．広域応援・緊急輸送路ネットワーク

国 県 市町 民間

1 地域高規格道路等と河川堤防の接続 ○ ○

2 一般道路の路面高確認 ○ ○ ○

3 河川管理用通路の確保 ○ ○

4 防災ステーション等の整備 ○ ○ ○

5 ＳＡ、ＰＡでの接続ポイント ○ ○ ○

３．連携強化

国 県 市町 民間

1 避難所整備ガイドライン ○ ○

2 避難所の位置及び構造の評価 ○ ○ ○

3 防災まちづくり ○ ○ ○

4 実務者連絡会の設置 ○ ○ ○ ○

5 マスコミとの勉強会の実施 ○ ○ ○ ○

参加連携機関

参加連携機関

番号 項目
参加連携機関

番号 項目

番号 項目

過去の災害等から課題を抽出し、“まず出来ることを
行う”との考えのもと、国・県・市町・民間の各機関が連
携して取り組む危機管理計画を策定
＜３分野１８施策で構成。各機関で施策を推進中＞

近年の出水等の教訓を踏まえ、新たな課題の抽出
大規模浸水に対する経験者不足（住民、防災機関とも）
◆災害時にどう行動すべきかイメージしづらい者の増加
◎一方、解析技術等の向上により、被害想定の具体化が可能に
的確な危機管理対応（被害最小化）のため、より実態（被害状況）
に即した危機管理計画の策定が重要
“いざという時”的確な対応がとれるよう、更なる連携強化が必要

１．改訂の背景

２．検討経過と改訂までのスケジュール

現行の危機管理計画の策定 ・第４回検討会（平成19年5月）

・第６回検討会（平成20年12月）被害想定の検討スタート

嘉瀬川被害想定結果とりまとめ

危機管理計画の改訂検討提案

危機管理計画改訂（案）の提示

・第８回検討会（平成21年9月）

嘉瀬川被害想定とりまとめ

・第９回検討会（平成21年12月）
嘉瀬川被害想定に基づく対策報告

危機管理計画の改訂

・第１０回検討会（今回）
全体構成、新規施策等改訂（案）の提示
六角川浸水想定とりまとめ（案）の提示

・平成２２年３月末（予定）
改訂版のとりまとめ公表

・各機関等の調整、意見照会
・とりまとめ（嘉瀬川、六角川の部分改訂）

・３分野１８施策の推進

・嘉瀬川被害想定に基づく対策検討開始
・六角川被害想定の検討開始

・危機管理計画の改訂検討とりまとめ開始

・嘉瀬川をモデルケースとして先行
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－－５上峰町

９８５７７４，８８８計

浸水被害状況

２－２３吉野ヶ里町

３０－９７９神埼市

５９１１１１，０４５佐賀市

２－３９みやき町

１０６２６１７白石町

２１５６０９９７武雄市

１５２３１３小城市

６－２３９多久市

２

－

床上浸水

戸数

１５１１７大町町

３５１２江北町

床下浸水

戸数

浸水面積

(ha)

市町名

佐賀平野浸水区域図（平成２１年７月２４日～２６日出水）

※浸水区域・被害‥・国（武雄河川）、佐賀平野関係市町調べ（H21.1２現在）

武雄市

白石市

大町町

江北町

小城市多久市

佐賀市

神埼市

吉野ヶ里町

上峰町

みやき町
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「佐賀平野大規模浸水危機管理計画」の改訂（案）

＜対策検討にあたっての課題＞

避難後の備蓄量など把握が必要では
気候変動の影響も踏まえて対策を検討すべき
自助の防災、自分たちの地域の孤立日数を把握し、備えるべき
浸水しない避難所への避難方法について行政、市民の連携が必要
安全な避難路の確認が必要
高齢者が病院に行けないことによる健康被害が懸念
浸水による伝染病等の問題が発生するのでは
死者の発生や大量の孤立者が生じる恐れがあるので避難が重要
緊急輸送道路が長期間にわたって浸水し通行止めとなる恐れ
膨大な水害廃棄物の処理
道路啓開、通行止め情報の提供
ガス配管（圧力調整器）等への影響確認
変電所や電話交換所への影響確認
成果を使って防災訓練をやるべき 等

被害想定検討における検討会等での指摘事項や課題※

避難対象者に対し、避難率が低い

避難勧告・指示の発令基準が不明確な自治体あり

避難に対する住民の認識不足が顕在化との指摘

避難後の備蓄量など把握が必要 等

平成２１年7月出水での課題や問題点等

３．危機管理対策検討にあたっての課題等

※被害想定に対する各機関の現状の備え等、各機関の検討・報告結果を含む

○これらの課題等を踏まえ、対策編
を検討・整理

①新たな対策の検討
（避難率の向上、避難計画等）

②各機関独自の、先進的な取り組み
事例は本計画に取り込み、他機関
への普及を図る

③現時点で十分な対応が出来ない事
項も、第２章２．４「今後の検討課
題」として整理し、継続して各機関で
協議する

＜対応方針＞

注）上記課題や対応方針は、現時点（平成２２年２月）のものであり、今後及び次年度以降の検討・訓練等により
追加・修正の可能性がある。
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「佐賀平野大規模浸水危機管理計画」の改訂（案）

①洪水の被害像を時系列的に、具体的な被害想定により判り易く
表現

②住民の水害に対する意識の高揚、防災機関が水害時の状況下
で復旧、救助活動等で“どう行動しなければならないか”を示す
ため、各機関で考えられる洪水の被害想定を積極的に記載

③新たな施策の追加
・近年の出水や被害想定検討等を踏まえ、新たな対策を追加
・既に各機関が独自に取り組んでいる良い施策は、本危機管理
計画に取り込み他機関への普及を図る

・現時点では十分な対応が出来ない事項についても、今後の課
題として対応方針等を積極的に記載

④検討会及び実務者連絡会参加以外の関連機関にも被害想定を
積極的に情報提供

⑤訓練を位置づけ、ＰＤＣＡサイクルに基づき危機管理計画を継続
的に改善

４．改訂版のとりまとめ方針（案） ５．改訂版の構成（案）

はじめに

第1章【被害想定編】

１．１ 被害想定
１．２ 気候変動
１．３ 洪水の想定
１．４ 破堤箇所の想定
１．５ 洪水はん濫の状況
１．６ 被害想定リスクマップ

第２章【対策編】
２．１ 各機関の取り組む施策※

２．２ フォローアップ計画
２．３ 各機関の既定計画への反映
２．４ 今後の検討課題

※現行３分野１８施策から
２７施策（現時点）へ大幅拡充

新たに
章立て

新たに
項立て
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「佐賀平野大規模浸水危機管理計画」の改訂（案）

６．第１章【被害想定編】の概要（ポイント）

大規模浸水時に“より的確な避難行動や救助活動”には、どのような被害像になるかを日頃から理解して
おくことが、危機管理上重要。
そのため、洪水による浸水被害の状況を“より実態に近く・より判り易い”具体的な被害像を想定し、住民
の避難行動や、防災機関の復旧・救助活動等に役立つようとりまとめる。
大規模な洪水被害は、“過去のものではなく、今後も起こりえるもの”
→気候変動の状況等も紹介し、水害等に対する防災意識の高揚を図るための危機管理計画とする。

１．１ 被害想定 危機管理を検討する上の被害の前提条件等を明記

【 項 目 】 【 概 要 】

１．２ 気候変動
水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化の状況を紹介
九州・山口、佐賀県における異常気象傾向を紹介

・研究報告書等より
引用

１．３ 洪水の想定 洪水の浸水想定（はん濫解析）を行う降雨や河道条件等を定義 ・嘉瀬川、六角川

１．４ 破堤箇所の想定 洪水の浸水想定（はん濫解析）を行う破堤地点の考え方を定義 ・嘉瀬川、六角川

１．５ 洪水はん濫の状況
はん濫ブロック毎の洪水による浸水深、流速、浸水継続時間等を示した
浸水想定

・嘉瀬川、六角川

【適用等】

１．６ 被害想定リスクマップ
洪水の浸水想定（はん濫解析）をもとに、浸水家屋数、死者数、孤立者
数、ライフラインへの影響等、想定される被害の具体像（浸水被害想定）

・嘉瀬川、六角川
（一部）
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「佐賀平野大規模浸水危機管理計画」の改訂（案）

７．第２章【対策編】各施策の改訂概要（ポイント）

【新規施策】
＜近年の出水等を踏まえ新たに取り組む対策＞

・1-9 地上デジタルテレビ放送を活用した河川防災情報

提供
・1-10ケーブルテレビ放送を活用した河川防災情報提供
・1-11気候変化のモニタリング
・3-7 避難勧告・指示判断基準の策定支援

＜被害想定等を踏まえた新たな対策＞
・3-6 避難行動計画の策定支援
・3-8 危機管理対策訓練の実施
・3-9 ボランティア団体と連携した救助体制の構築

現行の３分野１８施策について、近年の出水等で得られた教訓、被害想定検討の結果等を踏まえ、
「新たに追加するもの」、「現行を見直すもの」、「現行どおりとするもの」に分類

→ ３分野２７施策で構成（現時点）
・新たに項目を追加するもの；９施策
・現行施策の内容を見直す（内容の追加・修正）もの；１施策
・現行どおりとするもの；１７施策（但し、施策の進捗状況等を踏まえた時点修正を行う）
各機関の連携強化や危機管理計画の改善が継続的に実施できるようフォローアップ計画を追加
継続的に組織全体としての連携が図れるよう、新たに明らかになった（連携を図るべき）事項等を各機関
の既定計画に反映することを追加

＜独自取組み施策で他機関への普及を図る対策＞
・3-10避難所運営マニュアルの作成
・3-11災害時要援護者の避難支援

【現行の見直し】
・2-3 河川管理用通路の確保

→河川堤防の質的強化による機能向上対策を追加

【現行どおり】
・上記以外 進捗状況等を踏まえ時点修正を行う

（H22.3月の改訂までに）

→ 参加機関、施策の進捗（スケジュール）等の追加修正
（表現や概要図等は極力わかり易いものとする）
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１．情報収集・伝達

国 県 市町 民間 現行どおり 新規施策 現行見直し

1 ラジオによる情報伝達 ○ ○ ○ ○ ○

2 防災情報総合掲示板 ○ ○ ○ ○ ○

3 ヘリテレによる画像の生中継 ○ ○ ○ ○

4 ＣＣＴＶ画像による浸水状況把握 ○ ○ ○ ○

5 民間からの情報提供 ○ ○ ○ ○

6 リエゾン制度 ○ ○ ○ ○

7 高速道路における道路情報等の提供 ○ ○ ○ ○

8 河川・防災情報表示板の設置 ○ ○ ○ ○ ○

9 地上デジタルテレビ放送を活用した河川防災情報提供 ○ ○ ○

10 ケーブルテレビ放送を活用した河川防災情報提供 ○ ○ ○ ○

11 気候変化のモニタリング ○ ○

２．広域応援・緊急輸送路ネットワーク

国 県 市町 民間 現行どおり 新規施策 現行見直し

1 地域高規格道路等と河川堤防の接続 ○ ○ ○

2 一般道路の路面高確認 ○ ○ ○ ○

3 河川管理用通路の確保 ○ ○ ○

4 防災ステーション等の整備 ○ ○ ○ ○

5 ＳＡ、ＰＡでの接続ポイント ○ ○ ○ ○

３．連携強化

国 県 市町 民間 現行どおり 新規施策 現行見直し

1 避難所整備ガイドライン ○ ○ ○

2 避難所の位置及び構造の評価 ○ ○ ○ ○

3 防災まちづくり ○ ○ ○ ○

4 実務者連絡会の設置 ○ ○ ○ ○ ○

5 マスコミとの勉強会の実施 ○ ○ ○ ○ ○

6 避難行動計画の策定支援 ○ ○ ○

7 避難勧告・指示判断基準の策定支援 ○ ○ ○

8 危機管理対策訓練の実施 ○ ○ ○ ○ ○

9 ボランティア団体と連携した救助体制の構築 ○ ○ ○

10 避難所運営マニュアルの作成 ○ ○

11 災害時要援護者の避難支援 ○ ○

改定の方向性（案）

改定の方向性（案）

改定の方向性（案）

ＳＡ、ＰＡと一般道の接続（緊急開口部）

マスコミを含めた参加機関相互の意見交換

避難所運営マニュアルを作成し、避難所の円滑な運営を図る。また、市町職員用のマニュアルを別に作成すること
で、避難所運営における役割分担を明確にする。

大規模浸水時に輸送路として利用可能な一般道路の整理、路線図の作成

河川管理用通路の通行確保（橋梁部等の動線確保、河川堤防の質的向上）

緊急輸送路ネットワークに連動する防災ステーション、避難場所等の整備

関係各機関の連携強化、情報共有の促進

避難中に被災する事例が生じており、被害想定の内水浸水図等を用いた地区レベルの避難行動計画策定の支援を行
う。

自治体の避難勧告・指示基準の策定支援を行う。

施策の概要

長時間にわたる停電等が発生しても利用可能なラジオによる情報伝達の充実・強化
（迅速的確な情報提供）

佐賀県下における気象、水文（雨量・水位）、各機関の防災体制、洪水予報、道路情報、一般被害状況等について総
合的に情報を網羅するＨＰサイトの設立

参加連携機関
施策の概要

参加連携機関

番号 項目
参加連携機関

番号 項目

番号 項目

九州地方整備局防災ヘリからのＴＶ生中継画像の光ネットによる市町村まで含めた関係各機関への配信

道路管理用の監視カメラ画像の関係機関への提供、各地点の浸水状況の把握

各地点の浸水状況、被害状況について商店等の民間団体からの情報提供などを頂きながら、周辺地域の洪水被害の最
小化と地域住民の方々が避難行動へと繋がるような浸水情報の提供

市町村等の情報収集及び迅速な支援を行うため、担当者（国、県）を市町村の災害対策本部へ派遣

一般車両に対してＳＡおよび道の駅の情報端末を用いて一般道路の浸水状況や通行止め等の情報を提供する。また道
路情報表示板でも一般道路の情報を提供する

地球温暖化に伴う気候変化の影響に関するモニタリング調査及びデータ分析を実施する

施策の概要

緊急輸送路ネットワークの一環として接続ポイントを整備

各機関が収集把握している河川・防災情報をユーザーである住民側の視点で、また、住民のニーズに応えて提供する
ことにより、災害の際に確実な行動につながるような情報提供の実施

地上デジタル放送のデータ放送を活用し、映像・音声情報に加え、様々な河川防災情報（水位・雨量等のデータや画
像）を住民に迅速・正確・わかりやすく提供する。

ケーブルテレビ放送を通じ、洪水時に河川監視カメラによる河川映像配信や水位情報のテロップ表示を行うなど、提
供情報の拡大を図る（武雄市、多久市で一部実施中）

高齢者等社会的弱者の利用を考慮した避難所整備

避難所の位置、構造を確認し、大規模浸水時における利用の可否について整理

住民によるハザードマップ作成支援

ひとり暮らし高齢者や障がい者など、災害時に自力での避難が困難な要援護者の避難支援体制を構築する。

被害想定結果を用いた危機管理対策訓練を実施

佐賀県水難救済会の救助資機材を貸し出し、大規模浸水時における救助活動に資する。

「佐賀平野大規模浸水危機管理計画」の改訂（案）
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施策No.1-9 地上デジタル放送を活用した河川防災情報提供

施策No.　-　

機関名･事務所名 参加機関名 幹事機関 担当者 連絡先

九州地方整備局

武雄河川事務所

筑後川河川事務所

報道機関

施策名

　現在、インターネット・携帯電話等を活用して河川防災情報を提供しているが、このよ
うな情報機器操作に不慣れな人に対しては十分な伝達手段とは言い難い。
　一方、テレビは日常的に最も利用されている情報機器である。２０１１年には完全に
地上デジタル放送に移行し、これまでの映像・音声情報に加え、データ放送などの利用
が可能となる。
　そこで、地上デジタル放送を活用して、迅速によりきめ細かな河川防災情報の提供を
図るものである。
　

九州地方整備局では、「地デジ用河川防災情報提供システム」による報道機関への防
災情報提供を平成２２年３月から実施する。

佐賀平野大規模浸水危機管理対策･各機関による施策　個別表

施策概要図

地上デジタルテレビ放送を活用した河川防災情報提供

施策の概要

施策を実行する
ことによる利点

スケジュール案

備考

　地上デジタル放送のデータ放送を活用することで、映像･音声情報に加え、さまざまな
河川防災情報（水位・雨量等のデータや画像）を住民に迅速・正確・わかりやすく提供
する。

・迅速にきめ細かな情報提供が可能となる
・特定された場所の情報提供ができる

施策の内容（目標）
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施策No.1-9 地上デジタル放送を活用した河川防災情報提供

国土交通省 地方整備局

統一河川情報システム

河川情報
(統一河川XML

ﾌｧｲﾙ)

放送局

放送局システム

通信BML
サーバ

インターネット・専用回線等

河川情報提供サーバ

河川情報
(TVCMLﾌｧｲﾙ)

地上デジタルテレビ放送による河川情報提供の概要

放送局システムは河川情
報提供サーバから
TVCMLファイルを定期的
に取得する。河川情報をTVCMLファ

イルに変換する

視聴者

デジタルテレビ

放
送

データ放送

放送局は提供されたデータを利用
して、独自でコンテンツを作成し、
視聴者に配信する

内部ネットワーク

対象とする情報対象とする情報
①①雨量雨量
②②水位水位
③③ダム諸量ダム諸量
④④洪水予報洪水予報
⑤⑤水防警報水防警報
⑥⑥ダム放流通知ダム放流通知
⑦⑦河川水位周知河川水位周知
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施策No.1-9 地上デジタル放送を活用した河川防災情報提供
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施策No.　-　

機関名･事務所名 参加機関名 幹事機関 担当者 連絡先

武雄河川事務所 ◎

武雄市

多久市

施策名

備考

武雄市、多久市が防災情報の周知のため使用中であるケーブルテレビ放送を通じ、河
川監視カメラによる河川映像配信や水位情報のテロップ表示を行うなど、提供情報の
拡大を図る。

市民の避難行動や水防団の水防活動等に役立つ

平成２２年度出水期までに運用開始

・複数箇所の河川監視カメラ映像を循環表示させ、ケーブルテレビを通じて市民に提供
する。
・テレビ画面に水位情報をテロップ表示する。

佐賀平野大規模浸水危機管理対策･各機関による施策　個別表

施策概要図

ケーブルテレビ放送を活用した河川情報提供

施策の概要

施策の内容（目標）

施策を実行する
ことによる利点

スケジュール案 ○○川合流部 △△橋

○○橋河口部

河川監視カメラのリアルタイム映像を循環表示

水位情報をテロップ表示

潮見橋水位観測所で避難判断水位に到達

（潮位の状況）

施策No.1-10 ケーブルテレビ放送を活用した河川情報提供



19

施策No.1-11 気候変化のモニタリング

施策No.　-　

機関名･事務所名 参加機関名 幹事機関 担当者 連絡先

武雄河川事務所 ◎

筑後川河川事務所 ◎

佐賀地方気象台

施策名

備考

地球温暖化に伴う気候変化の影響に関するモニタリング調査及びデータ分析を実施す
る

・気候変動の傾向を広く一般に公開し、防災意識の向上を図る
・各機関の気候変動に対する適応策検討への有効活用

気温、雨量、水位、流量、潮位等のモニタリング調査及びデータ分析等をおこない流域
レベルでの気候変化の傾向、影響を評価する

佐賀平野大規模浸水危機管理対策･各機関による施策　個別表

施策概要図

気候変化のモニタリング

施策の概要

施策の内容（目標）

施策を実行する
ことによる利点

スケジュール案
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施策No.2-3 河川管理用通路の確保

機関名・事務所名 参加機関名 幹事機関 担当者 連絡先

国土交通省　武雄河川事務所　 ◎ 管理課　維持管理係

国土交通省　筑後川河川事務所　 防災対策推進官

佐賀県　道路課 維持担当

施策名

施策の概要

施策の内容
(目標）

施策を実行する
ことよる利点

スケジュール案

備　　考

河川管理用通路の確保

２．広域応援・緊急輸送路ネットワーク施策No.2-3

佐賀平野大規模浸水危機管理対策・各機関による施策 個別表

施策概要図

①堤防天端の管理用通路における動線確保
②堤防天端の舗装による質的強化（雨水浸透対策）と走行性の向上、車両交換
　場所の整備による離合場所確保

①河川を横断して設けられる橋梁等により通行が阻害されている河川管理用通
路
  の動線確保
②河川堤防天端の未舗装区間の舗装、車両交換場所の整備等による機能向上

①河川管理用通路の動線確保
　実施状況
　　H19年度  　武雄ＩＣ付近と堤防天端との接続H20.3完了
　今後の予定
　　H20年度～  対象箇所を調査し、協議が整った箇所から整備
　　H22年度～　ＪＲ橋梁部と堤防天端との接続調整（嘉瀬川防災ｽﾃｰｼｮﾝ）

②堤防天端の舗装、車両交換場所の整備
　実施状況
　　H21年度　　未舗装区間のうち整備必要箇所を抽出し、優先度により整備
　今後の予定
　　H22年度～　順次実施

河川管理用通路の通行確保(橋梁部等の動線確保、河川堤防の質的向上)

整備前

堤防天端

段差があり車両の
進入不可能

武雄川

整備前

堤防天端

段差があり車両の
進入不可能

武雄川

河川管理用通路と橋梁部との接続事例
（武雄・北方IC付近の国道と河川堤防）

道路から堤防天端
への進入路設置（H１９)

武雄川

整備後

平常時は
車止め設置

天端舗装
（H２１年度施工）

道路から堤防天端
への進入路設置（H１９)

武雄川

整備後

平常時は
車止め設置

天端舗装
（H２１年度施工）

河川管理用通路と橋梁部の動線確保イメージ

通常時 洪水時

洪水及び大規模浸水時に
は迂回路が浸水して使用
できない可能性がある。そ
のため、緊急時に橋梁等
の河川横断工作物を横断
できる動線の確保が必要
になる

橋梁等の河川横断工作物
により河川管理通路の通
行が阻害されている箇所
は高水敷もしくは堤内地の
迂回路によって動線が確
保されている

嘉瀬川防災ステーション下流堤防とＪＲ線との接続イメージ

平面交差による接続
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② 河川堤防天端の未舗装区間の舗装、車両交換場所の整備等による機能向上（追加）

現在までの進捗状況

○Ｈ２１年度実施状況（六角川水系）
天端舗装 ： （H２１）約１３ｋｍ整備
車両交換場所 ： （Ｈ２１）１４箇所整備

今後の予定

○Ｈ２２年度以降
順次整備を実施

六角川における整備事例

車両交換場所

天端舗装

【参考】
平成2年7月出水状況（武雄市朝日町・橘町）

六角川

道路冠水により通行止め

国道498号

車両交換場所の整備

堤防天端の舗装

武雄川
至：武雄・北方ＩＣ

国道３４号

施策No.2-3 河川管理用通路の確保
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施策No.3-6 避難行動計画の策定支援

施策No.　-　

機関名･事務所名 参加機関名 幹事機関 担当者 連絡先

武雄河川事務所 ◎

多久市

施策名

佐賀平野大規模浸水危機管理対策･各機関による施策　個別表

施策概要図

避難行動計画の策定支援

施策の概要

施策の内容（目標）

施策を実行する
ことによる利点

スケジュール案

備考

避難中に被災する事例が生じており、被害想定の内水浸水図等を用いた地区レベル
の避難行動計画策定の支援をおこなう

状況に応じた迅速かつ円滑な避難が可能となる

平成２１年度末より多久市東多久において試行的に実施予定

防災まちづくりと合わせて実施

・避難時に避難経路が浸水している場合もあるため、内水浸水図や水中歩行困難図を
活かした避難ルート設定支援
・浸水深や浸水継続時間、洪水による家屋倒壊の恐れ等の影響を総合的に勘案した
避難方法を検討（例：自宅２階への避難等）

被害想定を用いた避難のあり方の検討イメージ
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施策No.3-7 避難勧告・指示判断基準の策定支援

施策No.　-　

機関名･事務所名 参加機関名 幹事機関 担当者 連絡先

佐賀県 ◎

佐賀地方気象台

武雄河川事務所

筑後川河川事務所

施策名

平成２２年６月頃までに基準策定できるように支援をおこなう

参加機関で各自治体を訪問し、基準策定の支援をおこなう

佐賀平野大規模浸水危機管理対策･各機関による施策　個別表

施策概要図

避難勧告・指示判断基準策定支援

施策の概要

施策の内容（目標）

施策を実行する
ことによる利点

スケジュール案

備考

自治体の避難勧告・指示基準の策定支援をおこなう

住民の迅速かつ円滑な避難を促す
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施策No.3-8 危機管理対策訓練の実施

施策No.　-　

機関名･事務所名 参加機関名 幹事機関 担当者 連絡先

武雄河川事務所 ◎

実務者連絡会

施策名

平成２２年度　机上訓練実施

本施策には実務者連絡会の全機関が参加する。

時系列、定量的な被害想定に基づく訓練を実施することにより、避難・救助、緊急復
旧、事前対策等の危機管理体制の向上を図る

佐賀平野大規模浸水危機管理対策･各機関による施策　個別表

施策概要図

危機管理対策訓練の実施

施策の概要

施策の内容（目標）

施策を実行する
ことによる利点

スケジュール案

備考

被害想定を用いた大規模浸水時の危機管理対策訓練を実施

合同訓練により連携強化が図られる
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施策No.3-9 ボランティア団体と連携した救助体制の構築

施策No.　-　

機関名･事務所名 参加機関名 幹事機関 担当者 連絡先

唐津海上保安部 ◎

（佐賀県水難救済会）

施策名

海難救助の場で使用される専門的な救助資機材の活用が可能となる。

H22　資機材の点検整備及び連絡体制の構築

・佐賀県水難救済会救難所は玄海側に5箇所、有明海川に5箇所。会員664名。
・平成10年の設立以来の実績：出動74回、救助隻数47隻、救助人員73名
・保有資機材
　 ゴムボート又は機付ＦＲＰ複合型ゴムボート、安全帽、救命胴衣、強力ライト、ウエット
スーツ又はドライスーツ、防水型双眼鏡、携帯用拡声器、携帯用発電機、投光器又は
探照灯、救命索発射器、救命浮環、担架、ロープ、毛布、救急セット、消火器、消防兼
排水ポンプ、携帯用無線電話機、AED 他

佐賀県水難救済会救難所10箇所において保有している救助資機材は、海難救助ばか
りでなく、内陸部における大規模水害時の救助活動にも有効であることから、救助資機
材の有効活用を図る。

佐賀平野大規模浸水危機管理対策･各機関による施策　個別表

施策概要図

ボランティア団体と連携した救助体制の構築

施策の概要

施策の内容（目標）

施策を実行する
ことによる利点

スケジュール案

※佐賀県水難救済会の事務局は唐津海上保安部内

備考

佐賀県水難救済会の救助資機材を貸し出し、大規模浸水時における救助活動に資す
る。
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施策No.3-10 避難所運営マニュアルの作成

施策No.　-　

機関名･事務所名 参加機関名 幹事機関 担当者 連絡先

神埼市 ○ 総務課

佐賀市

小城市

施策名

備考

・避難所運営マニュアルを作成し、避難所の円滑な運営を図る。
・市職員用のマニュアルを別に作成することで、避難所運営における役割分担を明確
にする。

・避難所の円滑な運営が可能となる。
・避難所の迅速な開設と、適切な対応が可能となる。

・備蓄品等の更新に合わせ、定期的な見直しを行う。

神埼市の先行的な取り組み事例を参考として、各市町の実情に合わせて実施していく

・物資の備蓄も踏まえた避難所運営マニュアルを作成。
・運営委員会が中心となり避難者自身によって避難所が運営されることを目的として作
成。
・市職員の役割を明確にすることで、小規模災害時における避難所運営についても対
応できる内容とする。

佐賀平野大規模浸水危機管理対策･各機関による施策　個別表

施策概要図

避難所運営マニュアルの作成

施策の概要

施策の内容（目標）

施策を実行する
ことによる利点

スケジュール案
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施策No.3-11 災害時要援護者の避難支援

施策No.　-　

機関名･事務所名 参加機関名 幹事機関 担当者 連絡先

神埼市 ○ 総務課

佐賀市

小城市

施策名

備考

ひとり暮らし高齢者や障がい者など、災害時に自力での避難が困難な要援護者の避
難支援体制を構築する。

的確な要援護者の避難支援により、避難率の向上及び死者・孤立者の減少を図ること
が可能となる。

神埼市の先行的な取り組み事例を参考として、各市町の実情に合わせて実施していく

各市町の実情に合わせて災害時要援護者の避難支援体制を構築する。

佐賀平野大規模浸水危機管理対策･各機関による施策　個別表

施策概要図

災害時要援護者の避難支援

施策の概要

施策の内容（目標）

施策を実行する
ことによる利点

スケジュール案

氏名 自宅電話番号 携帯番号

氏名 自宅電話番号 携帯番号

氏名 自宅電話番号 携帯番号

部長 自宅電話番号 携帯番号

班長 自宅電話番号 携帯番号

班長 自宅電話番号 携帯番号

昼間 夜間 氏名 電話等 集落選任誘導員 消防団選任誘導員

例 神埼太郎 80 ○ 神埼次郎 0952-25-1111 千代田　太郎 脊振　太郎

1

2

区長不在時連絡員

備　　　　　　考

消　防　団

　 第　　分団

支援対象
年齢

緊急時連絡先

区長不在時連絡員

集落名

支　援　者

援護者氏名

区　　長

　 第　　部

避難誘導員

長男(神埼次郎）佐賀市在住

作成日　　平成　　　年　　　月　　　日

○要援護者名簿のポイント
・要援護者１人毎に集落選任誘導員と消防団選任誘導員を設定
・支援が必要な時間帯（昼か夜）を明記　等

【神埼市の事例】
要援護者一人一人に避難時の選任誘導員等を設定した要
援護者名簿を作成するとともに避難誘導ルート等を記載した
防災マップを作成し、各地区ごとに要援護者の避難支援体制
を構築している。

○防災マップのポイント
・地区の状況に精通した地区役員と地元消防団に協力を依頼し、よ
り実用的な防災マップを作成
・地区と行政が協力し合い作成に携わることで、災害時におけるお互
いの信頼関係構築に寄与

※毎年、要援護者名簿と防災マップの見直しを実施
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６．今後の予定
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